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問 　原電に経理的基礎が
ない問題は

答 　原電は東電の支援などで可能だと　

問 　住民自治を
推進するためには

答 　地域と行政が一体で進めていく　

問　
防
災
・
減
災
の
対
策
は

答　

多
様
な
取
り
組
み

を
計
画
的
に
進
め
る

問　
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
耐

震
化
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
る
か
。

答　
平
成
29
年
度
か
ら
下

水
道
管
の
重
要
幹
線
、
基

幹
避
難
所
の
耐
震
対
策
の

ほ
か
、
雨
水
管
総
合
計
画

の
策
定
を
進
め
て
い
る
。

問　
一
番
重
要
な
こ
と
は

人
命
を
守
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
そ
の
対
応

策
を
伺
う
。

答　

緊
急
速
報
メ
ー
ル
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
ア
プ
リ
等
を
活

用
し
た
情
報
伝
達
ツ
ー
ル

の
多
重
化
に
加
え
、
自
然

災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の

周
知
を
図
っ
て
い
く
。

問　
原
電
の
経
営
は
厳
し

く
、
資
金
回
収
の
見
込
み

は
薄
い
。
村
長
の
見
解
は
。

答　

原
電
は
必
要
な
資

金
を
東
北
電
力
と
東
電
か

ら
の
資
金
支
援
と
自
己
資

金
で
調
達
す
る
と
し
て
い

る
。
規
制
委
員
会
は
「
借

入
金
の
調
達
の
見
込
み
を

含
め
、
諸
工
事
の
資
金
調

達
は
可
能
」と
確
認
し
た
、

と
認
識
す
る
。
廃
炉
・
賠

償
費
用
は
解
体
引
当
金
制

度
、
原
子
力
損
害
賠
償
制

度
、
原
子
力
損
害
賠
償
支

援
機
構
法
等
で
措
置
が
講

じ
ら
れ
る
と
理
解
す
る
。

問　
「
再
稼
働
４
要
件
」
に

は
問
題
が
あ
る

問　
自
治
と
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
原
則
を
定
め
た
、

村
の
最
高
規
範
で
あ
る
自

治
基
本
条
例
を
具
現
化
す

る
た
め
の
施
策
は
。

答　
各
単
位
自
治
会
と
の

間
で
、
協
働
の
事
業
に
関

す
る
協
定
を
結
び
、
村
民

主
体
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
。

問　

自
治
基
本
条
例
は
、

住
民
・
行
政
・
議
会
が
対

等
の
立
場
で
役
割
分
担
が

明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
推
進
す
る
の
か
。

答　
自
治
基
本
条
例
の
精

神
が
浸
透
し
て
い
な
い
部

分
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
周
知
を
図
り
な
が

ら
地
道
に
取
り
組
ん
で
い

く
。

みすずの会

阿
あ

部
べ

　功
こ う

志
し

　議員

村
む ら

上
か み

　孝
たかし

　議員

答　

現
時
点
で
４
要
件

を
変
え
る
考
え
な
し

問　
村
長
は
再
稼
働
の
４

要
件
を
挙
げ
る
が
、
規
制

庁
は
「
適
合
性
審
査
に
合

格
し
て
も
安
全
が
保
証
さ

れ
る
と
は
言
え
な
い
」
と
。

核
廃
棄
物
処
分
未
定
の
問

題
も
あ
る
。
４
要
件
を
見

直
す
考
え
は
。

答　

原
子
力
規
制
庁
が
、

新
規
制
基
準
を
満
た
し
た

か
ら
と
い
っ
て
絶
対
的
な

安
全
性
が
確
保
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨

の
考
え
方
を
示
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
機
会

を
捉
え
て
意
見
交
換
し
た

い
。
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
実

現
の
方
策
を
国
に
申
し
入

れ
て
い
る
。
現
時
点
で
４

つ
の
要
件
を
変
え
る
考
え

は
な
い
。

住民、議会、行政（執行機関）が
協働した住民自治のまちづくり

村
長
の
挙
げ
る
東
海
第
二
原
発

再
稼
働
容
認
の
４
要
件

１　
新
規
制
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

２　
新
安
全
協
定
を
締
結
す
る
こ
と

３　

 

実
効
性
あ
る
避
難
計
画
が

　
　
策
定
さ
れ
る
こ
と

４　
住
民
の
意
向
を
把
握
す
る
こ
と

住民

議会 役場
（執行機関）


